
公募型プロポーザル方式に係る手続き開始のお知らせ 
 

本プロポーザルは、令和８年度契約にかかる準備行為であり、契約の締結は本事業に
かかる予算の議決が得られることを条件とします。 
 

次のとおり提案書の提出を求めます。 
令和７年１２月２２日 

世田谷区 
 

１ 件名 
世田谷区子ども・若者参加型プラットフォーム構築運用業務委託 
 

２ 事業概要 
令和７年４月に施行された「世田谷区子どもの権利条例」第１５条に定めた「子ど

もが参加・参画できる機会の確保と意見や思いの尊重」を踏まえ、より多くの、また、
多様な子ども・若者がオンラインで参加し、意見表明をする機会を提供するため、公
募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により、サービス提供事業者
からの提案を募る。 

 
３ 履行期間 

契約締結日から令和１１年３月３１日まで（予定） 
  ※ただし、契約は単年度ごととし、各年度における本事業の予算配当があり、かつ、 

令和９年度以降の契約については前年度の履行状況が良好であることを契約の条
件とする。 

 
４ 参加資格 

提案書提出時において、次に掲げる条件を全て満たすこと。 
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１

６７条の１１第１項において準用する場合も含む。）の規定に該当しないこと。 
（２）世田谷区から指名停止（入札禁止）を受けている期間中でないこと。 
（３）世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 
（４）会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づく更正手続き開始の申し立て、

⼜は⺠事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立
てがなされていないこと。 

（５）道府県⺠税・市町村⺠税に滞納がないこと。 
（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２ 

条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員及びそれらの者と関
係を有する者ではないこと。 

（７）一般財団法人日本情報経済社会推進協会「プライバシーマーク」または「情報セ 
キュリティマネジメント（ＩＳＭＳ）適合性評価制度」の認証を取得している⼜
は取得申請中であること。 

（８）「世田谷区子ども・若者参加型プラットフォーム構築運用業務委託審査委員会」
委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている団体でないこと。 



（９）区の委託契約約款や、「電算処理の業務委託契約の特記事項（兼電算処理の個人
情報を取り扱う業務委託の特記事項）」に基づき契約できること。 

 
５ 提案書の提出者を選定するための基準 

本件では提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみを行う。参加資格が確認できた
者にはプロポーザル招請通知を送付する。 

 
６ 提案書を特定するための評価基準 

本プロポーザルでは、主に以下の評価基準に基づき審査を行う。 
（１）以下の基準により審査を行う。 

①世田谷区子ども・若者参加型プラットフォーム構築運用業務委託提案要求説明書
「１３ 提案書により提案等を求める事項」について 
（ⅰ）「（１）世田谷区の子ども・若者施策及び本プラットフォームを活用するユー 

スカウンシル事業に関する認識について」の内容 
（ⅱ）「（２）区が求める機能について」に記載した事項の実現可能性 
（ⅲ）「（３）基本的な仕様について」の内容 
（ⅳ）「（４）運用支援体制について」の内容 
（ⅴ）「（５）同種・類似業務の実績」の内容 
（ⅵ）「（６）個人情報保護、事故防止、苦情処理の対策等」の内容 
（ⅶ）「（７）その他」の内容 
②プレゼンテーションでの説明内容の明確性、的確性 

（２）上記（１）の基準のほか、以下の点の適否についても審査を行う。 
①法人の経営状態が健全であり、本事業の受託に堪えられるものであること。 
②経費見積もりの金額及び内容が妥当なものであること、また区の提案限度額を超 

えないこと。 
 
７ 審査 
  プレゼンテーションの内容について上記６の評価基準に基づき審査し、1 者を特定

する。 
なお、5 者以上から応募があった場合は、事前審査として提案書について一次書類

審査を行い、その上位 3 者程度を選定する。 
 ※審査の結果、一定の基準を超える提案事業者が存在しなかった場合は、候補者の特

定を行わないものとする。 
審査においては、上記６の評価基準に基づき提案書、プレゼンテーションを評価し、 

当該事業及びそれに付随する費用の見積書を含めて総合的に評価した結果、最も優れ
た業者に委託契約締結の優先交渉権を付与することとする。 
※選定結果は、文書で通知する。 
※提出書類の内容等について、必要に応じて説明を求める場合がある。 

（１） 一次書類審査 
① 審査期間 

令和８年２月５日（木）〜２月９日（月） 
② 審査結果の通知 

令和 8 年 2 月１２日（木）に、本プロポーザルに応募したすべての事業者へ郵



送にて通知する。 
（２）プレゼンテーション 

一次書類審査を通過した事業者を対象に、プレゼンテーションによる審査を行
う（１事業者３０分程度）。日時等の詳細は、書類審査の結果通知に併せて連絡す
る。プレゼンテーションにおいては、実際の機器を用いたデモンストレーション
を含んだ構成とするとともに、審査員が機器を操作できる環境を整えること。 
※令和８年２月２４日（火）午後、世田谷区役所本庁舎にて実施予定 

（３）結果の通知と公表 
審査の結果については、令和８年３月５日（木）に文書で発送する。また、区

は選定事業者名及び審査結果について、必要に応じて公表することができるもの
とする。 

 
８ 手続き等 
（１）担当部課 

世田谷区子ども・若者部子ども・若者支援課事業担当 
住 所：〒１５４−８５０４ 世田谷区世田谷４−２２−３３ 
世田谷区役所⻄棟３階３０５番窓⼝ 
電 話：０３−５４３２−２５８５ 

（２）説明書の交付期間及び方法 
期 間：令和７年１２月２２日（月）〜令和８年１月１４日（水）【１７時まで】 
方 法：世田谷区ホームページで公開する。 
世田谷区ホームページトップ画面⇒事業者の方へ 
⇒契約情報・入札情報 

（３）参加表明書の提出期間、場所及び方法 
期 間：令和７年１２月２２日（月）〜令和８年１月１４日（水）【１７時必着】 
場 所：上記（１）に同じ 
方 法：窓⼝に持参もしくは郵送（簡易書留⼜はレターパックに限り可とする。）

で１部提出すること。 
（４）財務関係書類の提出期間、場所及び方法 

上記（３）参加表明書に同封すること。 
（５）提案書の提出期間、場所及び方法 

期 間：令和８年１月１５日（木)〜２月４日(水) 【１７時必着】 
場 所：上記（１）に同じ 
方 法：窓⼝に持参もしくは郵送（簡易書留⼜はレターパックに限る。）で原本１

部、副本３部を提出すること。 
 

９ その他 
（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨に限る 
（２）契約保証金：免除 
（３）契約書作成の要否：要 
（４）当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との

随意契約により締結する予定の有無：無 
（５）関連情報を入手するための照会窓⼝：８（１）に同じ 



（６）参加申込書及び提案書の作成並びに提出にかかる業者の費用については、世田谷
区では一切負担しない。 

（７）本選定の過程において業者から提出された資料等については返却しない。 
（８）透明性、公平性を確保する観点から、本案件に参加を表明した者及び提案書を提

出した者の称号・名称、並びに提案書を特定した理由（審査経過等）については、
世田谷区情報公開条例（平成１３年３月１３日、世田谷区条例第６号）の規定に
基づき第三者に開示する場合がある。 

（９）事業者選定後、世田谷区と優先交渉権を付与された事業者の協議により、最終的
な仕様を決定し、後日契約する。本プロポーザルは、事業者の選定のみを目的と
し、区は提案書の内容に拘束されないものとする。 

（10）詳細は、「世田谷区子ども・若者参加型プラットフォーム構築運用業務委託提案
要求説明書」による。 

 


